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◆平成２９年４月１日に施行された改正内容は下記のとおりです。書式の変更等をお願いいたします。 
 

１. 媒介契約の依頼者に対する報告義務について 

  第３４条の２第８項 

   媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は 

交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。 
 

  ○専属専任・専任媒介契約だけでなく、一般媒介契約についても、この報告義務の対象となります。 

  ○依頼者の希望条件を満たさない申込みの場合等であっても、その都度報告する必要があります。 

  ○この規定に反する特約は無効となります。 
 

  ★ 媒介契約の書式は、上記の内容が追記された最新のものを全日ホームページ契約書・書式集より 

ダウンロードしてお使いください。 
 

２. 買い主・借主が宅建業者である場合の重要事項の説明の省略 

  第３５条第６項関係 

   宅地又は建物の取得者又は借主となる者が宅地建物取引業者である場合における重要事項の説明に 

ついては、説明を要せず、重要事項を記載した書面の交付のみで足りる。 

   

３. 営業保証金又は弁済業務保証金制度の変更について 

 （１）第２７条第１項及び第６４条の８第１項関係 

営業保証金又は弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から、宅地建物取引業者を除く。 
 

 （２）第３５条の２関係 

   宅建業者間の取引の場合、営業保証金を供託した供託所等についての説明を不要とする。 

 

４．従業者名簿の記載事項の変更 

  第４８条第３項関係 

   従業者名簿の記載事項から、住所を削除する。 
  

  ○従業者名簿の書式を下記に切替えてください。 

（住所欄を削除した名簿を作り直し、あるいは見えないようにしてください。）    

 

・詳細は県本部ホームページ（http://mie.zennichi.or.jp/）のお知らせをご覧ください。 

・インスペクション（建物状況調査）に関する改正の施行日は平成３０年４月１日です。 

改正宅建業法施行のお知らせ 


